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令
和
5
年
度
組
合
予
算
決
定

　
京
都
市
食
品
衛
生
国
民

健
康
保
険
組
合
は
去
る
三

月
二
十
二
日
午
後
四
時
か

ら
「
お
宿
い
し
ち
ょ
う
」

に
於
い
て
第
百
三
十
五
回

通
常
組
合
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

　
第
百
三
十
五
回
組
合
会

は
議
員
定
数
二
十
八
名
の

う
ち
、
二
十
一
名
（
出
席

者
十
一
名
、
書
面
表
決
者

十
名
）
に
出
席
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
令
和
五
年
度
の
予
算
総

額
は
四
億
七
千
百
五
十
万

七
千
円
と
な
り
、
前
年
度

と
ほ
ぼ
同
額
（
▲
１
８.

４

万
円
）
と
し
ま
し
た
が
、

歳
入
額
の
多
く
を
占
め
る

保
険
料
は
被
保
険
者
の
減

少
を
勘
案
し
前
年
度
比
で

▲
６.

８
％
と
し
て
い
ま
す
。

　
歳
出
額
の
医
療
費
は
被

保
険
者
数
の
減
少
を
見
込

ん
で
▲
８.

４
％
と
し
て
い

ま
す
。

　
以
下
の
三
議
案
に
つ
い

て
慎
重
に
審
議
し
た
結
果
、

す
べ
て
の
議
案
が
原
案
と

お
り
に
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

・
議
案
第
一
号
　
令
和
五

　
年
度
事
業
計
画
の
承
認

　
に
つ
い
て

・
議
案
第
二
号
　
令
和
五

　
年
度
予
算
の
承
認
に
つ

　
い
て

・
議
案
第
三
号
　
令
和
五

　
年
度
法
令
遵
守
（
コ
ン
プ

　
ラ
イ
ア
ン
ス
）
の
た
め
の

　
実
践
計
画
に
つ
い
て

　
議
事
終
了
後
は
三
年
ぶ

り
の
懇
親
会
・
意
見
交
換

会
を
行
い
ま
し
た
。
組
合

の
今
後
の
あ
り
か
た
や
新

規
組
合
員
の
加
入
促
進
等

に
対
す
る
活
発
な
意
見
が

あ
り
、
盛
況
の
う
ち
に
終

了
し
ま
し
た
。

　
国
保
組
合
の
主
な
財
源

は
保
険
料
と
補
助
金
等
で

す
。
他
の
国
保
組
合
も
同

様
の
状
況
で
す
が
保
険
料

と
補
助
金
等
で
収
支
の
均

衡
を
図
る
こ
と
は
困
難
な

状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

他
の
国
保
組
合
と
連
携
し

た
関
係
機
関
へ
の
働
き
か

け
を
行
う
と
と
も
に
事
業

運
営
の
コ
ス
ト
見
直
し
等

を
図
り
、
役
職
員
一
同
財

政
改
善
に
全
力
を
尽
く
し

て
い
く
所
存
で
す
。
今
後

と
も
皆
様
の
一
層
の
ご
支

援
ご
協
力
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。
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糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
に
つ
い
て

　
糖
尿
病
は
、
最
初
自
覚
症
状
は
少
な
い
で
す
が
、
長
時

間
放
置
す
る
と
徐
々
に
合
併
症
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が

あ
る
大
変
怖
い
疾
病
で
す
。
進
行
す
る
と
、
腎
不
全
に
よ

る
人
工
透
析
や
網
膜
症
、
末
梢
神
経
麻
痺
を
併
発
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　
透
析
療
法
は
、
人
工
的
に
血
液
の
ろ
過
を
行
い
、
腎
臓

の
機
能
を
代
行
す
る
治
療
の
こ
と
で
、
一
般
的
に
は
一
週

間
に
三
回
、
一
回
に
は
三
時
間
〜
四
時
間
か
か
る
の
で
、

日
常
生
活
の
時
間
を
多
く
と
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
医
療

費
に
つ
い
て
は
、
年
間
一
人
当
た
り
の
平
均
が
二
十
四
万

円
の
と
こ
ろ
、
人
工
透
析
は
五
百
万
円
〜
六
百
万
円
と
高

額
な
費
用
が
か
か
り
、
そ
の
医
療
費
は
食
品
国
保
が
負
担

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
京
都
府
が
推
奨
す
る
「
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
は
、
糖
尿
病
が
重
症
化
す
る
リ
ス
ク
の
高
い

方
を
対
象
と
し
、
人
工
透
析
へ
の
移
行
を
防
止
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
健
康
寿
命
の
延
命
を
図
り
、
医
療
費
の
適
正

化
が
目
的
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
方
に
は
、
医
療
機
関
の
受
診
状
況
と
健
診

結
果
に
基
づ
い
て
個
別
に
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
、
重
症
化
予
防
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
様
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

後
発
医
薬
品
差
額
通
知
に
つ
い
て

　
三
か
月
に
一
回
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え

に
よ
り
、
薬
代
が
一
定
額
以
上
軽
減
さ
れ
る
見
込
み
の
方

に
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
」
を

送
付
し
て
お
り
ま
す
。
お
薬
代
の
負
担
軽
減
や
医
療
保
険

財
政
の
改
善
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
国

の
方
針
と
し
て
2
0
2
3
年
度
末
ま
で
に
使
用
割
合
を
八

十
％
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
食
品
国
保
は
令
和
五
年
一
月
審
査
分
で
七
六
.
九
％
と

国
の
指
標
に
は
届
か
ず
に
い
ま
す
。
通
知
が
届
い
た
ら
、

医
師
・
薬
剤
師
と
ご
相
談
の
上
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

へ
の
切
り
替
え
を
検
討
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

岡
山
理
事
長
と
谷
尻
副
理
事
長

宮
本
議
長

審
議
風
景

議
案
第
一
号
　
令
和
五
年
度
事
業
計
画
の
承
認
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
は
昨
年
末
か
ら
の

第
８
波
到
来
と
、
現
在
も

私
た
ち
の
生
活
に
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
こ
の
３
年
間

で
初
め
て
行
動
制
限
の
な

い
年
末
年
始
が
あ
り
、
感

染
は
拡
大
し
て
い
ま
す
。

第
７
波
の
感
染
者
数
を
超

え
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
こ

れ
は
昨
年
９
月
に
感
染
者

数
の
全
数
把
握
の
見
直
し

が
さ
れ
、
報
告
さ
れ
て
い

る
感
染
者
数
は
実
際
の
感

染
者
数
の
一
部
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
た
め
で
す
。

そ
し
て
死
亡
者
数
は
過
去

最
多
の
状
況
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
一
方
で
、
新
型
コ
ロ
ナ

の
感
染
症
法
上
の
位
置
づ

け
を
２
類
相
当
か
ら
季
節

性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど

と
同
じ
５
類
に
引
き
下
げ

る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
を
む
や
み
に

恐
れ
る
こ
と
な
く
、
自
主

的
な
感
染
対
策
を
と
り
、

必
要
な
医
療
を
し
っ
か
り

と
受
け
つ
つ
、
社
会
経
済

を
回
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
２
０

２
５
年
に
は
米
疾
病
対
策

セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｄ
Ｃ
）
に

な
ら
っ
た
、
日
本
版
Ｃ
Ｄ

Ｃ
と
も
い
え
る
感
染
症
に

関
す
る
新
た
な
専
門
家
組

織
「
国
立
健
康
危
機
管
理

研
究
機
構
」
が
設
置
さ
れ

る
予
定
で
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
克

服
し
、
通
常
の
社
会
経
済

活
動
を
取
り
戻
せ
る
の
は
、

そ
う
遠
い
こ
と
で
は
な
い

と
考
え
ま
す
。

　
昨
年
１
２
月
２
３
日
に

公
表
さ
れ
た
令
和
５
年
度

政
府
予
算
案
の
う
ち
国
保

組
合
関
係
の
予
算
額
は
総

額
で
２
，
７
０
５.

４
億
円

（
対
前
年
度
＋
２
２.

６
億

円
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
内
訳
は
、
定
率
補

助
金
１
，
５
６
２.

８
億
円

（
対
前
年
度
＋
２.

８
億

円
）
、
調
整
補
助
金
１
，
０
５

８.

６
億
円
（
対
前
年
度
＋
１
１.

５
億
円
）
、
出
産
育
児
一
時
金
補

助
金
２
１.

４
億
円
（
対
前
年
度

＋
３.

８
億
円
）
、
出
産
育
児
一

時
金
補
助
金
（
増
額
に
伴
う
支
援

措
置
）
２.

２
億
円
（
対
前
年
度

＋
２.

２
億
円
）
、
高
額
医
療
費

共
同
事
業
補
助
金
３
２.

９
億
円

（
対
前
年
度
＋
２.

１
億
円
）
、

事
務
費
負
担
金
２
１.

７
億
円

（
対
前
年
度
＋
０.

１
億
円
）
、

特
定
健
診
・
保
健
指
導
補
助
金
等

５.

７
億
円
（
対
前
年
度±

０
億

円
）
と
な
り
ま
し
た
。

　
全
体
で
み
れ
ば
医
療
費
の
伸
び

や
出
産
育
児
一
時
金
の
引
き
上
げ
、

人
事
院
勧
告
に
よ
る
給
与
の
増
加

等
を
見
込
ん
で
、
対
前
年
度
比
＋

０.

８
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
医
療
保
険
制
度
改
革
関
係
で
は

出
産
育
児
一
時
金
が
４
２
万
円
か

ら
５
０
万
円
へ
と
8
万
円
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。

　
国
保
組
合
に
つ
い
て
は
検
討
段

階
で
す
が
、
公
営
国
保
で
は
令
和

６
年
１
月
か
ら
子
育
て
世
帯
の
負

担
軽
減
、
次
世
代
育
成
支
援
等
の

観
点
か
ら
、
出
産
す
る
被
保
険
者

に
係
る
産
前
産
後
期
間
相
当
分

（
４
ヶ
月
間
）
の
均
等
割
保
険
料

及
び
所
得
割
保
険
料
の
免
除
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

　
当
国
保
組
合
の
状
況
で
す
が
、

被
保
険
者
数
は
減
少
の
一
途
を

辿
っ
て
い
ま
す
。
高
齢
化
や
後
継

者
不
在
に
よ
る
廃
業
が
主
な
原
因

で
す
が
、
そ
れ
に
加
え
団
塊
の
世

代
の
後
期
高
齢
者
へ
の
移
行
、
昨

年
１
０
月
か
ら
の
短
時
間
労
働
者

へ
の
健
康
保
険
の
適
用
拡
大
な
ど

に
よ
り
、
被
保
険
者
数
は
大
き
く

減
少
し
て
い
ま
す
。

　
国
庫
補
助
金
で
す
が
、
所
得
水

準
に
よ
り
異
な
る
定
率
分
は
、
最

も
低
い
組
合
で
は
１
３
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。
当
組
合
の
補
助
率
は

従
来
通
り
の
３
２
％
を
維
持
で
き

て
い
ま
す
が
、
補
助
率
が
１
３
％

の
「
特
定
被
保
険
者
」
が
増
加
し

て
い
る
た
め
、
一
般
被
保
険
者
と

特
定
被
保
険
者
を
あ
わ
せ
た
実
質

的
な
補
助
率
は
減
少
し
て
い
ま
す
。

昨
年
度
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
昨

年
末
で
の
対
前
年
比
は
全
体
で
＋

９.

５
％
で
あ
り
、
一
人
当
た
り

の
医
療
費
は
＋
１
６.

９
％
と
大

き
く
増
え
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
前

の
水
準
に
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
被
保
険
者
数
の
減

少
に
よ
る
保
険
料
収
入
の
減
少
、

国
庫
補
助
金
の
減
少
、
医
療
費
の

増
大
等
、
当
組
合
の
財
政
運
営
は

本
年
度
も
厳
し
い
状
況
で
す
。

　
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
料
の

賦
課
限
度
額
は
１
０
２
万
円
か
ら

２
万
円
引
き
上
げ
１
０
４
万
円
へ

と
２
年
連
続
の
引
き
上
げ
が
行
わ

れ
ま
す
が
、
当
組
合
に
お
い
て
は

様
々
な
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
を
行
う
こ

と
で
現
状
維
持
と
し
ま
す
。

　
一
昨
年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
険
証
と

し
て
使
用
で
き
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
で
す
が
、
当
国
保
組
合
で

は
昨
年
末
で
全
体
の
約
２
４
％
の

方
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
令
和

6
年
秋
の
健
康
保
険
証
廃
止
に
向

け
て
、
引
き
続
き
登
録
の
勧
奨
と

個
人
情
報
の
安
全
管
理
対
策
を
徹

底
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
国
保
組
合
を
取
り
巻
く
情
勢
は
、

今
後
も
益
々
厳
し
く
な
る
と
予
想

さ
れ
ま
す
が
、
安
定
的
な
運
営
が

継
続
で
き
る
よ
う
組
織
・
財
政
基

盤
の
強
化
に
注
力
し
て
い
く
所
存

で
す
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、
令
和
５
年
度

の
組
合
予
算
は
下
記
の
通
り
と
し

ま
す
。

ホームページ開設しておりますのでご活用ください。
htpps://kyoto-shokuhin.jp
各種申請書等ダウンロードでき
ますので、是非ご利用ください。

京都市食品国保 検索

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、新型コ
ロナウイルス感染症に感染した、又は感染の疑いがあるために労務に
服することができない被用者を対象とした傷病手当金の支給を実施し
ています。

■適用期間　令和３年４月１日～令和５年５月７日

■支給対象となる方
　当国保組合に加入されている被用者（給与の支払いを受けられてい
る方）のうち、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の
症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができない方。

■支給対象となる日数
　勤務できなくなった日から起算して3日を経過した日から、勤務す
ることができない期間のうち、勤務することを予定していた日。

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について
■支給額
　1日当たりの支給額（※）×支給対象日数
　※（直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数）×2/3
1日当たりの支給額には上限があります。給与等の全部または一部を
受けることができる場合は、その金額を控除します。

■申請方法
　支給申請書（組合員記入用、事業主記入用、医療機関記入用）など
をお送りしますので、当国保組合までご連絡くださいますようお願い
いたします。

　京都市食品衛生国民健康保険組合
　電話　075-254-8383
　FAX　075-254-8422

　
平
成
二
十
年
か
ら
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
が
医
療
保
険
者
に
義
務
付
け
さ
れ
て
か
ら
約
十
四
年
が
経
過
し
、
組
合
員
の
皆
様
に
も

「
年
一
回
の
特
定
健
診
」
が
定
着
し
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
当
国
保
組
合
の
令
和
３
年
度
の
特
定
健
診
の
法
定
報
告
の
結
果
は

五
十
四
.
一
％
と
前
年
度
よ
り
七
.
四
ポ
イ
ン
ト
上
が
っ
て
は
い
ま
す
が
、
い
ま
だ
目
標
の
７
０
％
に
及
び
ま
せ
ん
。

症
状
の
な
い
病
気
の
代
表
格
が
、
生
活
習
慣
病
（
高
血
圧
・
糖
尿
病
・
高
脂
血
症
・
心
臓
病
・
が
ん
・
脳
卒
中
）
で
す
。
初
期
に
は
ほ
と
ん

ど
自
覚
症
状
が
な
い
た
め
、
危
機
感
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
体
を
む
し
ば
ん
で
い
く
大
変
怖
い
病
気
で
す
。

自
覚
症
状
が
出
て
か
ら
病
院
に
行
か
れ
て
も
、
手
遅
れ
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
医
療
費
も
多
く
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
毎
年
一
回

特
定
健
診
を
受
診
し
て
い
た
だ
き
、
ご
自
身
の
日
常
生
活
を
振
り
返
り
健
康
寿
命
を
延
ば
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
特
定
健
診
の
結
果
に
基
づ
き
、
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が
多
い
方
に
つ
い
て
は
、
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

特
定
健
診
は
特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
と
な
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
健
診
で
、
特
定
保
健
指
導
対
象
者
の
選
定
方
法
に
よ
り
「
動

機
付
け
支
援
」
「
積
極
的
支
援
」
に
該
当
し
た
方
に
対
し
実
施
さ
れ
ま
す
。
対
象
者
の
方
は
、
健
診
結
果
か
ら
ご
自
身
の
健
康
状
態
を
把
握

し
て
、
生
活
習
慣
改
善
の
た
め
の
行
動
目
標
を
自
ら
設
定
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
目
標
が
実
施
で
き
る
よ
う
に
医
師
や
保
健
師
等
が
支
援
を

行
い
ま
す
。
対
象
に
な
ら
れ
た
方
に
は
、
個
別
に
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
支
援
を
受
け
て
い
た
だ
き
、
予
防
に
努
め
て
く
だ

さ
い
。
費
用
に
つ
い
て
は
食
品
国
保
が
全
額
負
担
し
て
い
ま
す
の
で
、
無
料
で
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
健
診
日
の
当
日
に
、
特
定
健
診
の

結
果
に
応
じ
て
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
医
療
機
関
が
あ
り
ま
す
の
で
、
対
象
に
な
ら
れ
た
と
き
は
必
ず
支
援
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
度
の
特
定
健
診
受
診
券
に
つ
い
て
は
、
四
月
上
旬
に
皆
様
（
世
帯
単
位
）
に
送
付
し
て
い
ま
す
。
お
早
い
目
の
受
診
が
比
較
的
す

い
て
お
り
、
予
約
が
取
り
や
す
い
状
況
で
す
。

　
な
お
期
限
は
特
定
健
診
が
九
月
末
日
、
人
間
ド
ッ
ク
が
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
人
間
ド
ッ
ク
に
つ
い
て
は
一
部
の

医
療
機
関
で
期
間
限
定
の
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
無
料
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
二
十
年
か
ら
特
定
健
診
・
特
定

保
健
指
導
が
医
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保
険
者
に
義
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付
け

さ
れ
て
か
ら
約
十
四
年
が
経
過
し
、
組

合
員
の
皆
様
に
も
「
年
一
回
の
特
定
健

診
」
が
定
着
し
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
し
か
し
当
国
保
組
合
の
令
和
３
年

度
の
特
定
健
診
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法
定
報
告
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結
果
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五
十
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一
％
と
前
年
度
よ
り
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四
ポ
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ン
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上
が
っ
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は
い
ま
す
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ま

だ
目
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の
７
０
％
に
及
び
ま
せ
ん
。

　
症
状
の
な
い
病
気
の
代
表
格
が
、
生

活
習
慣
病
（
高
血
圧
・
糖
尿
病
・
高
脂

血
症
・
心
臓
病
・
が
ん
・
脳
卒
中
）
で

す
。
初
期
に
は
ほ
と
ん
ど
自
覚
症
状
が

な
い
た
め
、
危
機
感
が
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
体

を
む
し
ば
ん
で
い
く
大
変
怖
い
病
気
で

す
。
自
覚
症
状
が
出
て
か
ら
病
院
に
行

か
れ
て
も
、
手
遅
れ
に
な
る
こ
と
が
多

く
、
ま
た
、
医
療
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も
多
く
か
か
っ
て

し
ま
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ま
す
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年
一
回
特
定
健
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受
診
し
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い
た
だ
き
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自
身
の
日
常

生
活
を
振
り
返
り
健
康
寿
命
を
延
ば
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
ま
た
、
特
定
健
診
の
結
果
に
基
づ
き
、

生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が
多
い
方
に
つ

い
て
は
、
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
定
健
診
は
特

定
保
健
指
導
の
対
象
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と
な
る
か
ど
う

か
を
判
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す
る
た
め
の
健
診
で
、
特
定

保
健
指
導
対
象
者
の
選
定
方
法
に
よ
り

「
動
機
付
け
支
援
」
「
積
極
的
支
援
」

に
該
当
し
た
方
に
対
し
実
施
さ
れ
ま
す
。

対
象
者
の
方
は
、
健
診
結
果
か
ら
ご
自

身
の
健
康
状
態
を
把
握
し
て
、
生
活
習

慣
改
善
の
た
め
の
行
動
目
標
を
自
ら
設

定
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
目
標
が
実
施

で
き
る
よ
う
に
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や
保
健
師
等
が
支

援
を
行
い
ま
す
。
対
象
に
な
ら
れ
た
方

に
は
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個
別
に
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
の
で
、
支
援
を
受
け
て
い
た
だ
き
、

予
防
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。
費
用
に
つ
い

て
は
食
品
国
保
が
全
額
負
担
し
て
い
ま
す

の
で
、
無
料
で
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

健
診
日
の
当
日
に
、
特
定
健
診
の
結
果
に

応
じ
て
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

医
療
機
関
が
あ
り
ま
す
の
で
、
対
象
に
な

ら
れ
た
と
き
は
必
ず
支
援
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

　
令
和
五
年
度
の
特
定
健
診
受
診
券
に
つ

い
て
は
、
四
月
上
旬
に
皆
様
（
世
帯
単

位
）
に
送
付
し
て
い
ま
す
。
お
早
い
目
の

受
診
が
比
較
的
す
い
て
お
り
、
予
約
が
取

り
や
す
い
状
況
で
す
。

　
な
お
期
限
は
特
定
健
診
が
九
月
末
日
、

人
間
ド
ッ
ク
が
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
人
間
ド
ッ
ク
に
つ
い

て
は
一
部
の
医
療
機
関
で
期
間
限
定
の
オ

プ
シ
ョ
ン
検
査
無
料
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
実

施
し
て
い
ま
す
。
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　令和4年度高額医療費調べ（中間報告）

　上位10名の方の費用額合計は約4,710万円です。
前年度同期間の上位10名の費用額合計は約4,400万
円でしたので、6.8％の微増となっています。食品
国保全被保険者の医療費に占める割合は22.29％に
なっており、昨年（20.５％）に引き続き、例年
（16～18％）より上回る結果となっています。
　内容を見ていきますと、毎年、上位を占めるの
は「がん」や「慢性腎不全」の患者さんです。令
和３年度は「脊柱管狭窄症」や「変形性膝関節

議
案
第
三
号

令
和
5
年
度
京
都
市
食
品
衛
生
国
民
健
康
保
険
組
合
法
令
遵
守

（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
体
制
の
整
備
に
関
す
る
実
践
計
画

　
京
都
市
食
品
衛
生
国
民
健
康
保
険
組
合
法
令
遵
守
（
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
）
体
制
の
整
備
に
関
す
る
基
本
計
画
の
４
に
基
づ
き
、
令
和

５
年
度
の
実
践
計
画
を
次
の
と
お
り
策
定
す
る
。

１
　
法
令
遵
守
の
た
め
の
指
導
・
研
修
等

　
不
祥
事
故
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
役
職
員
に
対
す
る
法
令
遵

　
守
の
周
知
徹
底
を
行
う
。

　
①
　
組
合
広
報
誌
（
食
品
国
保
掲
示
板
等
）
に
よ
り
法
令
遵
守
の

　
　
徹
底
を
行
う
。

　
②
　
役
職
員
を
対
象
と
し
た
、
法
令
遵
守
を
徹
底
す
る
た
め
の
研

　
　
修
を
行
う
。

２
　
法
令
遵
守
の
た
め
の
管
理

　
事
故
防
止
の
観
点
か
ら
、
特
定
の
職
員
を
長
期
に
わ
た
り
同
一
部

　
署
同
一
業
務
に
従
事
さ
せ
な
い
よ
う
に
人
事
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

　
を
計
画
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
金
銭
等
を
取
り
扱
う
業
務
は

　
会
計
規
則
に
則
り
適
切
に
執
行
す
る
。

３
　
法
令
遵
守
関
連
情
報
の
報
告

　
役
職
員
は
法
令
遵
守
関
連
情
報
の
把
握
に
努
め
、
把
握
し
た
情
報

　
は
速
や
か
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
適
切
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

　
①
　
役
職
員
が
把
握
し
た
、
組
合
員
又
は
被
保
険
者
の
苦
情
、
役

　
　
職
員
の
勤
務
状
況
、
不
祥
事
故
に
関
す
る
報
告
、
保
険
給
付
に

　
　
関
す
る
係
争
及
び
経
理
処
理
の
状
況
等
の
法
令
遵
守
関
連
情
報

　
　
は
、
法
令
遵
守
担
当
理
事
に
速
や
か
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
②
　
法
令
遵
守
担
当
理
事
等
は
、
報
告
を
受
け
た
法
令
遵
守
関
連

　
　
情
報
の
う
ち
、
組
合
の
業
務
運
営
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
も

　
　
の
又
は
組
合
員
若
し
く
は
被
保
険
者
の
利
益
が
著
し
く
阻
害
さ

　
　
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
③
　
理
事
会
は
、
報
告
を
受
け
た
法
令
遵
守
関
連
情
報
へ
の
対
応

　
　
を
決
定
す
る
。

４
　
不
祥
事
故
の
対
応

　
役
職
員
は
、
不
祥
事
故
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
行
為
を
発
見
し
た

　
場
合
は
、
法
令
遵
守
担
当
理
事
等
に
速
や
か
に
報
告
す
る
。

　
①
　
法
令
遵
守
担
当
理
事
は
、
規
約
、
規
定
等
に
則
り
、
理
事
会

　
　
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
②
　
理
事
長
は
、
法
令
等
に
従
い
関
係
機
関
に
報
告
す
る
と
と
も

　
　
に
、
法
令
遵
守
担
当
理
事
等
と
と
も
に
適
切
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

５
　
雑
則

　
こ
の
実
践
計
画
で
定
め
る
も
の
の
他
、
必
要
な
事
項
は
、
理
事
会

　
承
認
を
得
て
実
施
す
る
。

11,977,020
6,430,870
4,642,010
4,107,340
3,940,930
3,437,940
3,398,040
3,188,010
3,174,240
2,810,700

47,107,100

筋膜炎・心室細動・蜂窩織炎
卵管癌
くも膜下出血・水頭症
躁うつ病
肺線維症
心不全
慢性腎不全
くも膜下出血
右肩腱板断裂 
脳梗塞

費用額合計 年代 性別主な傷病名

令和 4年度高額医療費上位 10名
（4年４月診療分～ 5年１月診療分　１０か月分合計）

男
女
男
女
男
女
女
男
男
男

70代
50 代
50 代
70 代
70 代
70 代
70 代
60 代
60 代
60 代

22.29%食品国保全被保険者の
医療費に対する割合

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

計

議案第二号
令和5年度京都市食品衛生国民健康保険組合予算

1,203

64,521

236,055

70,641

130

28,840

10,058

19,450

50

10,559

30,000

471,507

185,337

189,365

9,783

3,100

1,300

6,086

110

1

10,003

60,000

6,422

471,507

歳　　入（千円） 歳　　出（千円）

組 合 会 費

総 務 費

保 険 給 付 費

後期高齢者支援金等

前期高齢者納付金等

介 護 納 付 金

共同事業拠出金等

保 健 事 業 費

基 金 積 立 金

諸 支 出 金

予 備 費

歳出合計

国民健康保険料

国 庫 支 出 金

前期高齢者交付金

府 支 出 金

市町村支出金

共同事業交付金

財 産 収 入

寄 付 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

歳入合計

症」の患者さんが多くおられましたが、今年度は
「脳梗塞」や「くも膜下出血」の患者さんが多く
見受けられます。上位の心疾患・脳血管疾患のほ
とんどの方が、以前から高血圧症・高脂血症・糖
尿病を発症されており、あらためて生活習慣を見
直していく必要があるのではないかと思います。
11位以下では新型コロナウイルス感染症が重症化
した患者さんが目立ちます。
　充分にご静養いただき、一日も早いご回復を心
よりお祈りしております。

報告事項
（未就学児に係る子育て世帯の保険料軽減）
・厚生労働省通知により未就学児に係る子育て世帯への経済的負
担の軽減措置として組合員の世帯に属する未就学児である被保険
者1人につき12,000円の財政支援が行われることになりました。
これに併せて関連規約を改正しました。
　なお、この改正は臨時至急に行う必要があるため、理事の専決
処分としました。

・組合規約の一部改正（出産育児一時金）
　食品国保では被保険者の方が出産した時に出産育児一時金を１
児につき42万円支給しています。
　健康保険施行令の一部を改正する政令により、令和５年４月１
日から一時金の支給額が42万円から50万円に変更されることにな
りました。この制度改正にあわせて出産育児一時金の額を40.4万
円から40.8万円とするため関連規約を改正しました。
　なお、この改正は臨時至急に行う必要があるため、理事の専決
処分としました。

・新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当
金支給規則の一部改正について
　国の新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する傷
病手当金の支給に係る財政支援適用期間が延長されたことに伴い、
支給規則を改正しました。
　・適用期間「令和４年９月30日」までを「令和４年12月31日」
　　に変更　令和４年10月１日適用
　・適用期間「令和４年12月31日」までを「令和５年３月31日」
　　に変更　令和５年１月１日適用
　・適用期間「令和５年３月31日」までを「令和５年５月７日」
　　に変更　令和５年４月１日適用

１平均被保険者数
　世　帯　数　485
　被保険者数　958（介護2号被保険者数440）
　令和４年12月末の世帯数は508、被保険者数は1,008
（介護2号被保険者数474）最近の被保険者異動の状
況を勘案し、世帯数、被保険者数、介護2号被保険者
数ともに若干の減少を見込む。
２費用負担
　賦課保険料
（１）医療給付費分
　ア　均等割（月額）
　　　事業主　4,900円　従業員　14,200円
　　　事業主家族　2,600円　従業員家族　3,700円
　イ　所得割（月額）
　　　事業主（総所得額－基礎控除額）×0.7/100
　　　最　高　40,000円
　　　最　低　 4,000円
　ウ　最高限度額（月額）50,000円
　エ　１人当り保険料見込額
　　　年　額　　　　　　129,804円
（２）介護納付金分
　ア　事業主世帯（月額）
　　　均等割　１人　1,600円
　　　所得割（総所得額－基礎控除額）×0.5/100
　　　最　高　　10,000円
　　　最　低　　 1,200円
　　　最高限度額　13,500円
　イ　従業員世帯（月額）
　　　均等割　１人　2,500円
　ウ　１人当り保険料見込額
　　　年　額　　　 50,904円
（３）後期支援金分
　ア　均等割（月額）１人　事業主・従業員　4,000円
　　　事業主家族及び従業員家族　2,500円
　イ　最高限度額（月額）　　18,000円
　ウ　１人当り保険料見込額　39,960円
（４）後期組合員分
　ア　均等割（月額）１人　1,000円
３保険給付
（１）療養の給付及び療養費
　　　一部負担金　30％ 
　　　（但し、義務教育就学前20％、70～75歳未満
20％～30％）
　高額療養費
　　一部負担金の額が自己負担限度額（所得により
区分あり）を超えるとき、超過分を支給する。
（２）任意給付
　ア　出産育児一時金　１件当り支給額　500,000円
　　　（産科医療保障制度掛金含む）
　イ　葬　祭　費　１件当り支給額
　　　世帯主　50,000円
　　　家　族　30,000円
４資格の適正化
　資格取得時における組合員の業種、業態および住所、
加入中の健康保険の有無等の確認を徹底し逆選択（医
療目的の加入等）を防止。特に外国人の資格適用時
においては医療目的の入国でないか等、厳格な審査
を行う。
　証更新時には住民票を徴取し被保険者の資格確認
を行う。他府県在住の学生に関しては学生証の写し

を併せて徴取する。
５継続組合員資格の厳格化
　継続組合員資格の取扱を徹底する。
６新規組合員の加入促進
　新規組合員の加入促進を行い、組織・財政基盤の
強化を図る。
７医療費の適正化
　医療費適正化対策としてレセプト点検、柔整師、
はり・きゅう・マッサージ師からの請求内容の点検
を行い、ケースによっては施術を受けた被保険者に
施術内容の確認等を行い、医療費の適正化に努める。
　多受診（１か月間に同一の医療機関で何度も受診
する）や重複受診（１か月間に同一疾病で複数の医
療機関で受診する）の被保険者に電話、訪問等によ
り適正な受診の啓発を行う。
８特定健診・特定保健指導の実施
　特定健診・特定保健指導については、平成30年度
に策定した「第三期特定健康診査等実施計画」に基
づき、受診者に対するインセンティブ制度を活用し、
本年度の目標実施率、減少率の達成に向けて、対応
を進めることとする。
９保健対策
（１）医療費通知
　組合員・家族の健康に対する認識を深めるため、
　世帯ごとに通知を行う。
　　年２回　10か月分（12月）、2か月分（２月）
（２）人間ドック・ミニドック
　　対　象　者　40歳以上の被保険者
　　経　　　費　23,100円～47,850円
　　自己負担額　費用の30％を超えない範囲で一部
　　　　　　　　負担金を徴収する。
　　　　　（継続組合員は全医療機関一律20,000円）
　　時　　　期　４月～12月
（３）脳ドック
　　対　象　者　40歳以上の被保険者
　　経　　　費　24,200円～31,900円
　　自己負担額 　7,000円～10,000円
（※脳ドックの単独健診はできません。）
　　時　　　期　４月～12月
（４）上腹部MRI
　　対　象　者　40歳以上の被保険者
　　経　　　費　24,200円
　　自己負担額　 7,000円
　（※上腹部CTの単独健診はできません。）
　　時　　　期　４月～12月
（５）大腸ＣＴ
　　対　象　者　40歳以上の被保険者
　　経　　　費　33,000円
　　自己負担額　 9,000円
　（※大腸CTの単独健診はできません。）
　　時　　　期　４月～12月
（６）糖尿病重症化予防対策
　糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者・受診
　中断者を医療に結びつけるとともに、糖尿病で通
　院する患者のうち重症化するリスクの高い被保険
　者に対し、医療機関と連携して保健指導を行い、
　人工透析への移行を防止する。
（７）重複服薬通知事業
　副作用や中毒の恐れのある重複・多剤処方の受診
　者に対し通知を行い、適切な受診や服薬を促し、

　健康上の悪影響を防止する。
（８）ジェネリック（後発）医薬品差額通知
　組合員、家族の薬代を軽減するため、対象被保険
　者に通知を行う。
　　３ヶ月分×４回（６月、９月、12月、３月）
（９）インフルエンザ予防接種助成事業
　インフルエンザ予防接種に要した費用の一部を助
　成。
　一人に付き、年度内１回、上限2,000円までの助成
　を行う。
　※特定健診対象者のいる世帯では、対象者全員が
　健診された世帯に限ります。（他にも制限あり）
（10）郵送検診
　自宅で手軽に採取し、検査できる健診を行う。人
　間ドック等の補助的な健診を目指す。
（11）健康カレンダー
　健康カレンダーを組合員世帯に配布し生活習慣病
　予防等の健康教育を行う。
（12）健康教室の開催
　被保険者の健康維持・増進を目的とし、当組合の
　健康課題にポイントを絞った健康教室を開催。
（13）歯科検診
　人間ドック契約機関と連携し歯科検診を実施する。
（14）禁煙外来医療費の助成
　禁煙外来を受診する被保険者の医療費を助成する。
10 予防・健康づくり事業の推進
　ＫＤＢシステムを活用したデータ分析を行い被保
　険者の予防・健康づくりを支援する。 
11 後期高齢者支援金等の納付
　支援金の納付及び事務費拠出
12 前期高齢者納付金等の納付
　納付金の納付及び事務費拠出
13 介護納付金の納付
　納付金の納付　２号被保険者分440人
14 高額医療共同事業拠出金の拠出
　医療費拠出及び事務費拠出
15 国保組合共通システム等の拠出
　国保組合共通システム、マイナンバーシステム及
　びオンライン資格確認システムに係る拠出
16 広報活動
　組合員への国民健康保険事業の周知ならびに新規
　加入促進のための広報活動を実施する。
（１）ホームページの随時更新
　届出用紙のダウンロード、広報、インセンティブ
　等に活用
（２）広報活動の随時実施
（３）広報紙「食品国保掲示板」の定期的発行
（４）法令遵守（コンプライアンス）に関する広報
活動
（５）オンライン資格確認についての広報活動
（６）新規組合員の加入促進
17 自庁システム（サーバー）の更改
18 オンライン資格確認システム等にかかる整備及び
　適正な対応
19 健康関連機器等の貸出し
　自動血圧計や血管年齢測定装置等の健康関連機器
　を被保険者に貸出し被保険者の健康管理を支援する。
20 国民健康保険被保険者証の更新
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